
（平成２２年６月２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 9 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 23 件

国民年金関係 11 件

厚生年金関係 12 件

年金記録確認京都地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



京都国民年金 事案 1755 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 49年１月から 50年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年８月及び同年９月 

             ② 昭和 46年９月及び同年 10月 

             ③ 昭和 47年４月から 50年３月まで 

    私の国民年金は、昭和 45 年８月ごろＡ県Ｂ町役場で母親が加入手続を

行い、申立期間①及び②の国民年金保険料については母親が納付し、申立

期間③については、Ｃ社会保険事務所（当時）から通知が有り、夫と一緒

にさかのぼって納付したはずである。申立期間が未納となっていることに

は納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立期間③のうち、昭和 49年１月から 50年３月までについて、国民年金

保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、同年９月にＤ県

Ｅ市で払い出されていることが同手帳記号番号払出簿により確認できるこ

とから、申立人は、このころ国民年金に加入したものと推認され、この時点

で当該期間については過年度納付が可能である上、申立人が一緒に保険料を

納付していたとする申立人の夫については、当該期間の保険料が過年度納付

されていることを踏まえると、申立人は、当該期間の保険料を納付したもの

とみても不自然ではない。 

   一方、申立期間①及び②について、申立人は、昭和 45 年８月ごろ申立人

の母親が国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていた

と主張している。 



   しかしながら、国民年金手帳記号番号が払い出されたのは上述のとおり、

昭和 50 年９月であることが確認できることから、申立内容とは符合しない

上、この時点で、申立期間①及び②は時効により国民年金保険料を納付でき

ない期間であり、当該申立期間の保険料を納付するには、特例納付によるこ

ととなるが、さかのぼって納付したとの主張は無い。 

   また、申立期間③のうち、昭和 47 年４月から 48 年 12 月までについて、

申立人は、さかのぼって納付したと主張しているが、50年９月時点では、当

該期間の国民年金保険料を納付するには特例納付によることとなるが、当時

の年金記録である特殊台帳にその旨の記載は見当たらない上、申立人が一緒

に保険料を納付していたとする申立人の夫も未納となっていることから、当

該期間の保険料を納付していなかったものとみるのが相当である。 

   さらに、申立人又はその母親が申立期間①、②及び申立期間③のうち昭和

47年４月から 48年 12月までの期間の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、

婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 49年１月から 50年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。  



京都国民年金 事案 1756  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年１月から同年３月までの期間及び同年 10 月から 58 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 57年 10月から 58年３月まで 

    私は、母から言われていたので、国民年金保険料を未納にならないよう

に納付してきた。申立期間が未納となっていることには納得できないので、

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①は３か月、申立期間②は６か月とそれぞれ短期間であるととも

に、申立期間②直後の昭和 58 年度の国民年金保険料について、申立人は、

平成５年３月 12 日に追納申出を行い、追納していることがオンライン記録

から確認できる。 

   また、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、

昭和 57 年２月に払い出されていることが、同手帳記号番号払出簿により確

認できることから、申立人は、このころ国民年金に加入したものと推認され、

特殊台帳の昭和 56年度及び 57年度の摘要欄に申立人からの求めにより発行

されたものと考えられる「納付書」の押印が確認できることから、保険料納

付に努めていた申立人が、その納付書により申立期間の保険料を納付したも

のとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含め総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



京都国民年金 事案 1757 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年４月から２年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 平成元年４月から２年３月まで  

    私の国民年金については、昭和 62年 12月ごろ妻が加入手続を行い、国

民年金保険料を一緒に納付してくれていた。申立期間が未納となっている

ことには納得できないので、調査してほしい。 

    なお、申立期間については、妻も未納となっていたが、既に年金記録確

認第三者委員会のあっせんを受け、納付済期間に訂正されている。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 12 か月と比較的短期間であるとともに、国民年金保険料納付

の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の被保険者の記録から

昭和 63 年１月ごろに払い出されていることが確認でき、申立人は、このこ

ろ国民年金に加入したものと推認でき、62 年 12 月以降の申立人及びその妻

の保険料の納付日はおおむね一致していることから、申立人の妻は夫婦二人

分の保険料を一緒に納付していたものと考えられる。 

   また、申立人の妻については、申立期間の国民年金保険料が納付済みと

なっていることを踏まえると、申立人の妻が、自身の保険料と一緒に申立期

間の保険料についても納付したものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



京都国民年金 事案 1758 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年４月から同年６月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を納付した領収証書を所持している。 

    厚生年金保険に加入したのは、昭和 50 年７月１日からであり、海外に

も出ていないので、申立期間の国民年金保険料を還付したという社会保険

事務所（当時）の説明には納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、申立人が所持する「昭和 50 年度１期分国民年金保

険料納付通知書兼領収証書」から、申立人は、昭和 50年７月 31日に申立期

間の国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

   また、申立人が昭和 50 年４月４日に国民年金被保険者資格を喪失したこ

とに伴い、申立期間の国民年金保険料は、51年７月１日に還付決定し、同年

10月１日に還付されていることが、特殊台帳及び還付整理簿により確認でき

る。しかし、申立人が厚生年金保険の被保険者となったのは、50年７月１日

であることが、厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記録により確認で

きることから、本来、申立期間は、国民年金の強制加入期間であり、保険料

還付の対象期間ではないことから、還付事務処理が適切に行われなかったも

のとみるのが相当である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



京都厚生年金 事案 1769 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 16 年９月について、その主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されている

ことが認められることから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額について

は、41万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 平成２年９月 29日から 17年５月３日まで 

    株式会社Ａにおいて勤務していた期間について、給与等の支給額から見

た標準報酬月額と、オンライン記録の標準報酬月額等を比較すると、オン

ライン記録の方が低くなっている期間もあるので、在籍期間について調査

の上標準報酬額を訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間における株式会社Ａに係る標準報酬月額の相違につい

て申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律（以下、「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉

控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基

づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

   株式会社Ａの破産管財人が保管する賃金台帳において、平成 16 年９月に

ついては、報酬額はオンライン記録の標準報酬月額よりも高額であり、厚生

年金保険料の控除額は、オンライン記録の標準報酬月額に相当する保険料よ



りも高額であることが確認できる。 

   したがって、申立人の標準報酬月額については、上記賃金台帳に記載され

ている報酬額から、平成 16 年９月は 41 万円に訂正することが妥当である。  

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は納付したとしているが、これを確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、行ったとは認められない。 

   一方、平成 15 年１月から同年６月まで、16 年１月から同年８月まで、同

年 10月から 17年４月までの期間における標準報酬月額については、賃金台

帳及び給与支払明細書に記載されている厚生年金保険料控除額及び報酬額

から算出される標準報酬月額が、オンラインに記録されている標準報酬月額

に一致する額又はより低い額であることから、特例法の保険給付の対象に当

たらないため、あっせんは行わない。 

   また、申立期間のうち平成２年９月から 14 年 12 月までの期間、及び 15

年７月から同年 12 月までの期間については、申立人は給与支払明細書を所

持しておらず、株式会社Ａの破産管財人、同事業所の顧問をしていた税理士

及び社会保険労務士並びに当時の同僚に照会したものの、当該期間における

関連資料及び申立人の給与からオンライン記録の標準報酬月額以上の厚生

年金保険料が控除されていたことに関する供述を得ることはできない。 

   このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると平

成２年９月から 14年 12月までの期間、及び 15年７月から同年 12月までの

期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   なお、平成 17 年５月については、破産管財人が保管していた賃金台帳か

ら、厚生年金保険料が控除されていることが確認できるほか、株式会社Ａの

事業主は、「保険料控除については当月控除である。」との回答をしている。 

   しかしながら、オンライン記録によると、株式会社Ａは平成 17 年５月３

日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立人に係る同事業所

における厚生年金保険の資格喪失日も同日とされている上、雇用保険の資格

喪失日も同日であることが確認できる。 

   また、厚生年金保険法では、第 19 条において「被保険者期間を計算する



場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を

喪失した月の前月までをこれに算入する。」とされており、また、同法第 14

条において、資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日

とされていることから、申立人の資格喪失日は平成 17 年５月３日であり、

当該期間については、厚生年金保険の被保険者とはならない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が当該期間において、厚生年金保険の被保険者であったと認めることは

できない。 



京都厚生年金 事案 1770 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を社会保険事務所（当時）に納付し

ていたことが認められることから、申立人の厚生年金保険第四種被保険者の

資格取得日に係る記録を昭和 50 年４月１日に、資格喪失日に係る記録を 51

年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 19 万円とすることが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年４月１日から 51年４月１日まで 

    Ａ株式会社の退職時において、老齢年金の受給資格を得るためには、加

入期間があと 12 か月必要であったため、第四種被保険者となり、保険料

を納めていた。しかしながら、オンライン記録では、加入記録は無く、保

険料を還付された記憶も無いので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間当時における厚生年金保険の加入月数は 228か月であっ

たことから、申立人は厚生年金保険第四種被保険者となる資格を満たしてい

る。 

   また、申立期間当時、申立人の住所地を管轄していた社会保険事務所が保

管する「厚生年金保険第四種被保険者に係る氏名索引票」及び「厚生年金保

険第四種被保険者名簿」を確認したところ、当該索引票に申立人と同一の氏

名が記載されていることが確認できた。 

   このことについて、当該索引票で申立人に割り振られた整理番号の前後の

番号に係る被保険者の資格取得年月日から、当該記録は申立人のものである

と判断され、申立人が、厚生年金保険第四種被保険者の資格取得に係る届出

を行っていたことが推認できる。 

   さらに、当該名簿において、当該索引票で申立人に割り当てられた整理番



号には、資格取得日は申立期間と一致するものの、申立人とは異なる被保険

者の記録が掲載されており、社会保険事務所において、誤った事務処理が行

われた可能性がある。 

   加えて、申立人は、厚生年金保険第四種被保険者としての保険料を社会保

険事務所から送付される納付書により、金融機関で毎月納付していたと主張

しており、当時の事務処理と一致する。 

   また、申立期間当時、申立人は、厚生年金保険第四種被保険者として 12

か月間加入することで、老齢年金の受給資格期間である 240か月を満たすこ

とができ、老齢年金の受給資格期間を満たしている者及びその配偶者は昭和

61年３月まで国民年金の強制被保険者とはならなかったところ、同年３月ま

での期間において申立人及びその妻は公的年金制度に加入していなかった

ことから判断すると、申立期間当時、申立人が第四種被保険者の資格取得に

係る手続を行い、老齢年金の受給資格満了まで厚生年金保険第四種被保険者

としての保険料を納付していたと考えられる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、昭和 50 年４月１日に厚生年金

保険第四種被保険者資格を取得し、老齢年金の受給資格を満たすこととなる

51年４月１日までの期間について、第四種被保険者としての保険料を納付し

ていたことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社における

昭和 50 年３月の社会保険事務所の記録から、19 万円とすることが妥当であ

る。 



京都厚生年金 事案 1771 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人の株式会社ＡのＢ支店における資格

取得日に係る記録を昭和 44年３月 11日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を３万 9,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 44年３月 11日から同年４月１日まで 

    社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入期間について照会したと

ころ、昭和 44年３月の１か月間について未加入となっていることが分かっ

た。この間は、株式会社ＡのＣ工場から同社Ｂ支店に異動し継続して勤務

していた時期で加入記録がないことは考えられない。申立期間について厚

生年金保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主から提出された退職者名簿、雇用保険の記録、及び複数の同僚の供

述から判断すると、申立人は株式会社Ａに継続して勤務し（昭和 44 年３月

11日に同社Ｃ工場から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の株式会社ＡのＢ支店

に係る昭和 44 年４月の社会保険事務所の記録から、３万 9,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判



断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらないことから、行ったとは認められない。 



京都厚生年金 事案 1772  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められることから、申立人の社会福祉法人Ａにおける平成 16

年３月 29 日の標準賞与額に係る記録を 16 万 7,000 円、19 年３月 29 日の標

準賞与額に係る記録を 20万 8,000円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年３月 29日 

             ② 平成 19年３月 29日 

    社会福祉法人Ａでの勤務期間のうち平成 16 年３月 29 日及び 19 年３月

29日支給の賞与について、賞与から厚生年金保険料が控除されていたにも

かかわらず、賞与支払届が提出されていなかったため、年金記録に反映さ

れていないので、標準賞与額の訂正を求める。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する賞与の支給明細書から、申立人に対し平成 16 年３月 29

日、及び 19年３月 29日にそれぞれ賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年

金保険料が控除されていたことが確認できる。 

   また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、標準賞与額を決定し、これに基づく記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉徴収していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、賞与の支給明細書におけ

る保険料控除額から、平成 16年３月 29日を 16万 7,000円、19 年３月 29日



を 20万 8,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該賞与に係る支払届の提出を失念した旨を供述していることから、

社会保険事務所（当時）は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



京都厚生年金 事案 1773 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められることから、申立人の社会福祉法人Ａにおける平成 16

年３月 29 日の標準賞与額に係る記録を 14 万 9,000 円、19 年３月 29 日の標

準賞与額に係る記録を 18万 5,000円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立  期 間 ： ① 平成 16年３月 29日 

             ② 平成 19年３月 29日 

    社会福祉法人Ａでの勤務期間のうち平成 16 年３月 29 日及び 19 年３月

29日支給の賞与について、賞与から厚生年金保険料が控除されていたにも

かかわらず、賞与支払届が提出されていなかった。そのため、年金記録に

反映されていないので、標準賞与額の訂正を求める。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する賞与の支給明細書から、申立人に対し平成 16 年３月 29

日、及び 19年３月 29日にそれぞれ賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年

金保険料が控除されていたことが確認できる。 

   また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、標準賞与額を決定し、これに基づく記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉徴収していたと認められる保険料額及び申立人の賞

与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準

賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間の標準賞与額については、賞与の支給明細書におけ

る保険料控除額から、平成 16年３月 29日を 14万 9,000円、19 年３月 29日



を 18万 5,000円とすることが妥当である。  

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、当該賞与に係る支払届の提出を失念した旨を供述していることから、

社会保険事務所（当時）は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



京都国民年金 事案 1759 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年 10 月から同年 12 月までの期間、63 年３月から平成元

年５月までの期間及び９年１月から 10 年３月までの期間の国民年金付加保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：     

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

    ２ 申立内容の要旨   

    申 立 期 間 ： ① 昭和 62年 10月から同年 12月まで 

             ② 昭和 63年３月から平成元年５月まで 

             ③ 平成９年１月から 10年３月まで 

    申立期間①及び②の国民年金付加保険料については、定額保険料に併せ

納付していたと思う。申立期間③については、付加保険料の納付をやめる

手続を行っていない。申立期間の付加保険料が未納となっていることには

納得できない。 

 

第３  委員会の判断の理由 

   申立期間①、②及び③について、申立人は、国民年金の定額保険料に併せ

付加保険料を納付していたと主張している。 

   しかしながら、申立期間①及び②について、申立人は、Ａ市が保管する国

民年金被保険者名簿において、昭和 61年９月 24日に厚生年金保険に加入し

たことに伴い、同日に国民年金被保険者資格を喪失し、平成元年６月 21 日

に国民年金付加保険料納付の申出を行うまで付加保険料の申出を行った形

跡は見当たらず、これはオンライン記録とも一致することから、申立人は当

該申立期間の付加保険料については納付できなかったものとみるのが相当

である。 

   また、申立期間③については、申立期間の国民年金の定額保険料を平成 10

年 12月 28日に過年度納付していることがオンライン記録により確認できる

上、Ａ市の国民年金被保険者名簿においても、申立期間は定額保険料のみの



納付であることが確認できることから、申立人は申立期間の付加保険料につ

いては、納付しなかったものと考えられる。 

   さらに、申立人が、申立期間①、②及び③の国民年金付加保険料を納付し

たことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の付

加保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金付加保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 1760 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和38年６月から 46年11月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年６月から同年 10月まで 

             ② 昭和 38年 11月から 46年 11月まで 

    区役所から、案内が来たので、昭和 38年６月ごろに国民年金に加入し、

申立期間の国民年金保険料を集金人に納付していたことを夫も目撃して

いる。申立期間が未納や未加入となっていることには納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、申立人は、昭和 38 年６月ごろに国民年金に

加入し、申立期間の国民年金保険料を集金人に納付していたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記

号番号は、昭和 46 年 12 月 13 日に払い出されていることが、同手帳記号番

号払出簿により確認でき、申立人の国民年金被保険者資格は任意であること

から、申立人は、この日に国民年金に加入したものと推認され、申立期間①

及び②は国民年金に未加入の期間であり、申立人は、申立期間の保険料を納

付できなかったものと考えられる。 

   なお、申立期間①について、申立人は国民年金の強制被保険者とされてい

るものの、この資格記録は、平成 11年５月 13日及び 13年８月 27日に追加・

訂正されたものであり、その時点までは、当該申立期間は、国民年金に未加

入の期間であり、申立人が所持している国民年金手帳においても最初の資格

取得日は昭和 46年 12月 13日（任意）とされている。 

   また、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付



していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、

婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



京都国民年金 事案 1761 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年４月から 52 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月から 52年９月まで 

    母親が、昭和 45 年４月ごろに国民年金の加入手続を行い、国民年金保

険料を納付してくれていた。４人の姉たちも家業にかかわっている限りは、

保険料を納付してもらっているので、家業を手伝っていた私も保険料を納

付してくれていると思う。申立期間が未納となっていることには納得でき

ないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 45 年４月ごろに申立人の母親が国民年金の加入手続を行

い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記

号番号は、昭和 63年 11月に払い出されていることが、同手帳記号番号払出

簿により確認できることから、申立人は、このころ国民年金に加入したもの

と推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人が所持する年金手帳において、「初めて被保険者となった日」

は昭和 61 年８月８日と記載されており、これは申立人が厚生年金保険の被

保険者資格を喪失したことに伴い、この日に国民年金被保険者資格を取得し

たことを示すものであり、このことは、オンライン記録とも一致することか

ら、申立期間は、国民年金に未加入の期間であり、申立期間の国民年金保険

料は納付できなかったものと考えられる。 

   さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料については、申立人の姉た

ちと一緒に納付してもらっていたとも主張しているが、申立期間当時、長姉



及び次姉は既に婚姻し転居しており、三姉及び四姉については国民年金の被

保険者となった形跡は見当たらない。 

   加えて、申立人の両親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付した

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人

について、婚姻前及び婚姻中の氏名を含め、複数の読み方で検索したが、該

当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 



京都国民年金 事案 1762 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和39年11月から41年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 11月から 41年３月まで 

    昭和 39 年 10 月に会社を退職後、両親が同年 11 月ごろに国民年金の加

入手続を行い、母親が３か月ごとに集金人に申立期間の国民年金保険料を

納付してくれていたと聞いている。申立期間の保険料が未納となっている

ことには納得できないので、調査をしてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 39年 11月ごろに国民年金の加入手続を行い、申立人の母

親が申立期間の国民年金保険料を３か月ごとに集金人に納付してくれてい

たと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記

号番号は、昭和 41年 12月に払い出されていることが同手帳記号番号払出簿

により確認できることから、申立人は、このころ国民年金に加入したものと

推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人が国民年金に加入した上記の時点では、申立期間の国民年金

保険料を納付するには過年度納付によることとなるが、さかのぼって納付し

たとの主張は無い。 

   さらに、申立人の母親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付した

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人

について、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 



   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



京都国民年金 事案 1763      

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 49 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 49年７月まで 

    私は、昭和 36 年４月ごろにＡ市Ｂ区役所か同市Ｃ区役所で国民年金の

加入手続を行い、自身で申立期間の国民年金保険料を納付していた。申立

期間が未納となっていることには納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年４月ごろに国民年金の加入手続を行い、自身で申立

期間の国民年金保険料を納付していたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記

号番号は、昭和 49年 10月にＢ区で払い出されていることが同手帳記号番号

払出簿により確認でき、申立人の夫は厚生年金保険の被保険者であったこと

から、申立人は国民年金に任意加入となり、任意加入の場合、さかのぼって

国民年金の被保険者となることはできないため、申立期間は国民年金の未加

入期間であり、申立人は申立期間の保険料を納付できなかったものと考えら

れる。 

   また、申立人には別の国民年金手帳記号番号が、昭和 36 年２月にＣ区で

申立人の母親と連番で払い出されていることが同手帳記号番号払出簿によ

り確認できるものの、同手帳記号番号払出簿には「消除」との記載が有る上、

申立人の母親については、「資格取下」の押印が有り、その後に払い出され

た別番号での納付が確認できることを踏まえると、これらの番号での納付は

行われず、申立人は申立期間の国民年金保険料を納付しなかったものとみる

のが相当である。 



   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、婚姻前

の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



京都国民年金 事案 1764 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から同年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から同年 11月まで 

    昭和 36 年４月ごろ、父親が私の国民年金の加入手続を行い、申立期間

の国民年金保険料を納付してくれていたと思う。申立期間の保険料が未納

となっていることには納得できないので、記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は、昭和 36 年４月ごろに申立人の父親が、国民年金の加入手続を

行い、国民年金保険料を納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記

号番号は、昭和 55 年３月に払い出されていることが同手帳記号番号払出簿

により確認できることから、申立人は、このころ国民年金に加入したものと

推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人が国民年金に加入した上記の時点において、申立期間は既に

時効により国民年金保険料を納付できない期間であり、申立期間の保険料を

納付するには特例納付によることとなるが、さかのぼって納付したとの主張

は無い。 

   さらに、申立人の父親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付した

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人

について、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

存しない。 



   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



京都国民年金 事案 1765 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年４月から同年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から同年８月まで 

    申立期間に勤務していた会社は厚生年金保険に加入していなかったた

め、妻が、昭和 60 年５月ごろ、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料については、Ｂ銀行で自身の分と一緒に納付し

てくれていたはずである。申立期間について未納となっていることには納

得できないので、調査してほしい。 

    なお、「Ｃ」、「Ｄ」及び「Ｅ」の読み方についても調べてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 60 年５月ごろ、申立人の妻がＡ市役所で国民年金の加入

手続を行い、申立期間の国民年金保険料については、金融機関で自身の分と

一緒に納付してくれていたと主張している。 

   しかしながら、Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿では、申立人の国民

年金被保険者の資格取得の届出日は平成６年９月 16 日と記載されているこ

とが確認できることから、申立人の妻は、このころに申立人の国民年金の加

入手続を行ったものと考えられ、申立内容とは符合しない。 

   また、オンライン記録では、平成６年 10 月３日付けで申立期間の国民年

金の被保険者資格取得日がさかのぼって追加訂正されていることが確認で

きることから、この時点までは、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、

申立人の妻は申立期間の国民年金保険料を納付できなかったものと考えら

れる。 

   さらに、申立人の妻又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したこ



とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人に

ついて、氏名を「Ｃ」、「Ｄ」及び「Ｅ」を含め複数の読み方で検索したが、

該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ

せる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



京都国民年金 事案 1766 

                     

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年９月から同年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年９月から同年 11月まで 

    社会保険事務所（当時）の「ねんきん特別便にかかる年金加入記録の照

会について（回答）」には、「昭和 43年９月 15日付で任意加入喪失の届書

が提出された旨確認いたしました。」との記載が有るが、この日は日曜日

と敬老の日が重なっており、届出書が提出されるはずはないと思う。申立

期間が未納とされていることには納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付しており、昭和 43 年９月 15

日は平日ではないため、資格喪失の届出を行うことができず、社会保険事務

所の回答には納得できないと主張している。 

   しかしながら、申立人に係る当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳

により、申立人は、昭和 43年９月 15日付けで任意被保険者資格を喪失した

旨の記載が確認できる上、任意加入資格喪失日は、届出日の翌日とされてい

ることから、申立人は、同年９月 14 日に資格喪失の届出を行ったものと考

えられ、同日は土曜日であるが、当時、区役所は開庁日であったことが確認

できる。 

   また、上記の任意被保険者資格を喪失後、申立人は、その夫が厚生年金保

険の被保険者資格を喪失したことに伴い、昭和 43 年 12 月 20 日に強制被保

険者資格を取得しており、その間、申立人が国民年金に加入した記録は見当

たらないことから、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、国民年金保

険料を納付できなかったものと考えられる。 



   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、婚姻前

の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



京都国民年金 事案 1767 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和45年10月から50年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 10月から 50年６月まで 

    私は､昭和 45年９月に会社を退職後、再就職した勤務先は健康保険や厚

生年金保険に加入していなかったため、国民年金に加入した。申立期間の

国民年金保険料が未納とされていることには納得できないので、調査して

ほしい。    

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 45 年９月に会社を退職後、国民年金に加入し、申立期間

の国民年金保険料を納付していたと主張している。 

   しかしながら、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付するには、国民

年金手帳記号番号が払い出されていることが必要であるが、申立人の同手帳

記号番号は、前後の被保険者の記録から平成２年５月ごろに払い出されたも

のと確認でき、このころ申立人は国民年金に加入したものと推認され、申立

内容とは符合しない上、申立人の国民年金被保険者資格の取得日は同年４月

26日とされていることから、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、申

立人は申立期間の保険料を納付できなかったものと考えられる。  

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、氏名を複

数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



京都国民年金 事案 1768 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年５月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

   また、申立人の昭和 59年２月から 62年３月までの国民年金保険料につい

ては、追納していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年５月から 48年３月まで 

             ② 昭和 59年２月から 62年３月まで 

    私は、Ａ区に転居した昭和 42 年５月ごろ、妹に勧められて、国民年金

の加入手続を行い、申立期間①の国民年金保険料は、自宅に来ていた集金

人に納付し、申立期間②の保険料は、Ｂ社会保険事務所（当時）で追納し

た。保険料は、夫と同じように納付しているはずなので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、Ａ区に転居した昭和 42 年５月ごろに国

民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料は、集金人に納付して

いたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記

号番号は、昭和 48年 12月に夫婦連番で払い出されていることが、同手帳記

号番号払出簿により確認でき、申立人の所持する国民年金手帳は、同年 10

月 29 日に発行されていることから、申立人は、この日に国民年金に加入し

たものと推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人が国民年金に加入した上記の時点において、申立期間①の一

部は既に時効により国民年金保険料を納付できない期間であり、申立期間の

保険料を納付するには過年度納付及び特例納付によることとなるが、特例納

付が実施されていた時期ではなく、さかのぼって納付したとの主張も無い。 



   さらに、申立期間②について、申立人は、申立期間の国民年金保険料を社

会保険事務所で追納したと主張しているが、オンライン記録では、申立期間

②のうち、昭和 59 年３月から 61 年３月までについては、申立人の夫の 62

年４月から平成２年３月までの保険料と一緒に、６年３月１日に追納申込み

を行っていることが確認できるものの、いずれも追納した記録は見当たらな

い上、追納するための納付書は、コンピュータにより作成され、光学式文字

読取機(OCR)により納付記録として入力されることから、追納した保険料す

べてが漏れるとは考え難い。 

   加えて、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付したこと、及び申立

期間②の保険料を追納したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は

無く、ほかに申立期間①の保険料を納付していたこと、及び申立期間②の保

険料を追納していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人

について、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 

   また、申立人が申立期間②の国民年金保険料を追納していたものと認める

ことはできない。 



京都国民年金 事案 1769 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人の昭和 39 年４月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生  

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年４月から 41年３月まで 

    私は、結婚後の昭和 39 年ごろ、国民年金の加入手続を行い、申立期間

の国民年金保険料は、定期的に集金人に納付していた。国民年金手帳に記

載されている資格取得日は、同年４月１日（強制）となっており、納付開

始が遅れたとは考えにくい。申立期間が未納となっていることには納得で

きないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 39 年ごろ、国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民

年金保険料は、集金人に納付していたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記

号番号は、昭和 42 年３月に夫婦連番で払い出されていることが同手帳記号

番号払出簿により確認できることから、申立人は、このころ国民年金に加入

したものと推認され、申立内容とは符合しない上、この時点で、申立期間の

保険料を納付するには、過年度納付によることとなるが、国庫金である過年

度保険料を集金人に納付することはできなかったものと考えられ、さかの

ぼって納付したとの主張も無い。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、婚姻前の

氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 



   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



京都厚生年金 事案 1774 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年 10月１日から３年２月１日まで 

             ② 平成５年４月から同年 10月まで 

             ③ 平成５年 11月から８年４月１日まで 

    私は、平成２年 10 月１日から５年２月 28 日まで有限会社Ａ（その後、

有限会社Ｂ）から派遣されてＣ医院に、同年４月から同年 10 月までＤ医

院に、同年 11 月から 11 年６月 21 日までＥ医院に勤務して、保険料を控

除されていたのに、社会保険事務所（当時）に厚生年金保険被保険者記録

を照会したところ、申立期間①、②及び③の記録が空白となっているので、

厚生年金保険の加入記録を調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、当時の複数の同僚の供述から期間の特定はできない

ものの、申立人が有限会社ＡからＣ医院に派遣されて勤務していたことは推

認できる。 

   しかし、有限会社Ａが厚生年金保険の適用事業所となったのは平成３年２

月１日からであり、それ以前の期間において適用事業所であった記録は無い。 

   また、当該事業所が適用事業所でなくなったのは平成５年２月 28 日であ

り、当時の事業主の所在は不明のため申立人の申立期間における勤務実態及

び保険料控除について確認することができない。 

   さらに、申立人が記憶している同僚は、当該事業所が適用事業所となった

平成３年２月１日から厚生年金保険に加入しており、申立期間における被保

険者記録は確認できない。 

 



   なお、派遣先のＣ医院が厚生年金保険の適用事業所となったのは平成９年

11月１日からとなっており、事業主は、申立期間当時は厚生年金保険に加入

していなかった旨の供述をしている。 

   申立期間②について、Ｄ医院の事業主の供述及び雇用保険の加入記録から、

申立人が申立期間に勤務していたことは確認できる。 

   しかし、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となったのは平成９年９

月１日からであり、それ以前の期間において適用事業所であった記録は無い。 

   また、事業主は、「当時、従業員が５人未満であったので、厚生年金保険

には加入せず、雇用保険及びＦ国民健康保険に加入していた。申立期間につ

いて厚生年金保険料は控除していない。」と回答している。 

   さらに、当時の同僚に照会したが、申立人を記憶している者はおらず、事

業主による厚生年金保険料の控除について確認できなかった。 

   申立期間③について、Ｅ医院の事業主の供述及び雇用保険の加入記録から、

申立人が申立期間に勤務していたことは確認できる。 

   しかし、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となったのは平成８年４

月１日であり、それ以前の期間において適用事業所であった記録は無い。 

   また、事業主は、「当時は厚生年金保険に加入しておらず、申立期間につ

いて厚生年金保険料は控除していない。」と回答している。 

   さらに、当時の同僚に照会したところ、「平成８年４月１日より常勤の従

業員全員が厚生年金保険に加入した。」と供述しており、申立期間における

事業主による厚生年金保険料の控除について確認できなかった。 

   このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②及び③に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



京都厚生年金 事案 1775 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 61年６月１日から 62年９月 30日まで 

    昭和 61 年６月１日から 62 年９月 30 日までの期間、当初はＡ市Ｂ区Ｃ

町、移転後Ｄ区Ｅ町にあるＦ事務所（現在は、Ｇ事務所）に正社員として

勤務した。その間、厚生年金保険に未加入なので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｇ事務所は、申立人が申立期間に勤務していたと回答している上、雇用保

険被保険者資格喪失確認通知書及びＨ国民健康保険組合の加入記録から、申

立人が申立期間において当該事業所に勤務していたことが確認できる。 

   しかし、当該事業所は、個人事業所として昭和 41 年１月 13 日から 47 年

９月 26 日まで厚生年金保険の適用事業所であったが、その後、法人事業所

として再度適用事業所となった平成 21 年１月５日まで厚生年金保険の適用

事業所ではないことが確認できる。 

   また、Ｇ事務所が保管している昭和 61年６月から 62年９月までの賃金台

帳から、申立期間において厚生年金保険料を控除していないことが確認でき

る。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1776 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 44年６月１日から 51年９月１日まで 

    私は、昭和 44年６月から 51年８月までＡ店に勤務していたが、オンラ

イン記録における厚生年金保険の加入記録が無いので、調査の上、厚生年

金保険の加入記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ店について、Ｂ市Ｃ区Ｄ町のＥ寺周辺において経営者が同じ

であったＦホテルの近隣に存在していたと申し立てている。 

   しかしながら、申立期間当時から上記に居住している複数の住民は、「こ

の近くにＡ店又はＦホテルがあったことは知らない。」と述べている上、申

立期間当時の住宅地図及び電話帳においても、申立人が述べている所在地に

おいて、Ａ店の存在を確認することはできない。 

   また、オンライン記録において、Ａ店が厚生年金保険の適用事業所であっ

たことは確認できない。 

   さらに、申立人は、「当時、Ａ店及びＦホテルは法人事業所であった。」と

述べているため法務局に照会したが、当該店及びホテルについて商業登記の

記録は無い。 

   加えて、申立人は当時の事業主及び同僚の氏名を記憶していないため、申

立人の主張する内容について供述を得ることはできない。 

   また、申立人の申立期間に係る雇用保険の加入記録は確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1777 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 昭和 40年６月１日から 41年 10月 31日まで 

             ② 昭和 42年６月１日から 43年８月７日まで 

    中学卒業後から 47 才になるまで、継続してＡ店に勤務していた。申立

期間①及び②について同僚は厚生年金保険の加入記録があるので、自分も

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の供述により、申立人が申立期間①及び②の期間、Ａ店に勤務

していたことは推認できる。 

   申立期間①については、Ａ店は、Ｂ企業組合に加盟の上、オンライン記録

において、「Ｂ企業組合第＊営業所Ａ店」の名称で昭和 42年６月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっていることから、申立期間①において当該事業

所が厚生年金保険の適用事業所であったことは確認できない。 

   また、オンライン記録において、申立期間①以前からＡ店に勤務していた

と供述している複数の同僚について、申立期間①におけるＢ企業組合第＊営

業所Ａ店の厚生年金保険の加入記録は無く、申立人の給与からの厚生年金保

険料の控除について供述を得ることはできない。 

   なお、Ａ店が厚生年金保険の適用事業所となる以前は、Ｂ企業組合本部事

務所において、Ａ店の一部の従業員を厚生年金保険に加入させていたことが

確認できるため、Ｂ企業組合本部事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿を確認したが、申立人の記録は確認できない。 

   申立期間②については、Ａ店が経理事務を委託していたＢ企業組合に照会



したが、当時の関係資料は保管されておらず、「申立人の勤務実態等は不明」

と回答していることから、申立人の申立期間②に係る勤務実態及び保険料控

除について確認できない。 

   また、当時、Ａ店に勤務していた複数の同僚に照会したが、申立人の申立

期間②における勤務実態についての供述が得られず、勤務期間及び厚生年金

保険料を給与から控除されていたことについては確認できない。 

   さらに、Ｂ企業組合第＊営業所Ａ店に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において、申立期間の健康保険の整理番号は連続しており、欠番も見ら

れないことから、申立期間②において申立人の加入記録が失われたとは考え

難い。 

   なお、当時の代表者からは供述が得られない上、申立人の申立期間①及び

②における雇用保険の加入記録は無い。 

   このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1778 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年１月１日から 31年 12月 31日まで 

    私は、申立期間においてＡ市Ｂ区Ｃに所在しＤ氏が事業主だったＥ株式

会社に、パン及び菓子の職人として勤務をしていたが、社会保険事務所(当

時)へ照会したところ、申立期間の厚生年金保険が未加入となっている。

勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の加入期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｅ株式会社において、パン及び菓子職人として勤務していたと

主張している。 

   しかし、Ｆ県の昭和 31 年版の住宅地図において、申立人の記憶する所在

地には、事業主が同じで関連会社だったと申立人が供述するＧ店は記載され

ているが、Ｅ株式会社は記載されておらず、所在を確認することができない

上、法務局において商業登記の記録は無く、オンライン記録において、同社

が厚生年金保険の適用事業所であったことを確認することができない。 

   なお、関連事業所と考えられるＧ店は、昭和 27年７月 22日に厚生年金保

険の適用事業所として適用を受け 30年 10月１日に適用事業所でなくなって

いることが確認できる。また、Ｇ店の当時の事業主は既に亡くなっており、

その配偶者は「平成２年７月に隣家の失火でＧ店は全焼し、資料等も焼失し

何も残っていない。」と回答していることから、申立人の勤務実態及び厚生

年金保険の適用について確認することができない。 

   さらに、申立人の記憶する元同僚は、二人とも姓のみの記憶のため人物を



特定することができず、Ｇ店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記

載されている８人の被保険者の中に申立人の氏名は確認できない上、健康保

険の整理番号も連続しており欠番も無いため、申立人の加入記録が失われた

とは考え難い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1779 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年９月 21日から同年 12月 20日まで 

    私は、平成８年９月 21 日に職業安定所の紹介によりＡ株式会社に入社

し、同年 12月 20日に退職するまで決算処理業務をしていた。申立期間に

ついて雇用保険の被保険者としての記録はあるが、厚生年金保険の被保険

者としての記録が無い。調査の上、申立期間を被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された「雇用保険被保険者離職票」の記録及びＡ株式会社

元監査役の回答から、申立人が申立期間において、同社に勤務していたこと

は確認できる。 

   しかしながら、Ａ株式会社は平成 17 年 12 月 22 日に厚生年金保険の適用

事業所でなくなっている上、既に廃業しており、当時の事業主に照会しても、

申立期間において申立人に係る厚生年金保険の適用について確認できる関

連資料及び供述を得ることができない。 

   また、オンライン記録によると、申立人は、申立期間を含む平成８年９月

から 10 年２月までの期間について国民年金第３号被保険者となっているこ

とが確認できる。 

   さらに、当時の総務担当者だった元同僚は、当該事業所の従業員について、

入社後３か月の試用期間終了後、厚生年金保険に加入させていた旨回答して

いることから、当時、当該事業所においては、すべての従業員について入社

後直ちに厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

 



   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1780 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 28年６月１日から 34年１月１日まで 

    昭和 28年６月１日から 34年１月１日まで、有限会社Ａに勤務していた

が、社会保険事務所（当時）に照会したところ、厚生年金保険の加入記録

がない。申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に有限会社Ａに勤務し厚生年金保険の被保険者であっ

たと申し立てている。 

   しかしながら、申立期間当時の事業主は既に亡くなっており、当該事業所

における現在の事業主も、「申立期間当時の資料は保存しておらず、当時の

事業主も亡くなっているため詳細については分からない。」と供述しており、

申立人の勤務実態及び厚生年金保険の適用について確認することができな

い。 

   また、当該事業所における申立期間当時の同僚について、申立人は、姓の

みしか記憶していないため、人物を特定することができず、供述が得られな

い。 

   さらに、オンライン記録によれば、有限会社Ａは、平成元年 10 月１日に

厚生年金保険の適用事業所となり、当時の事業主及び役員等においても同日

に厚生年金保険の被保険者となっていることから、申立人のみが、申立期間

当時、厚生年金保険の被保険者であったとは考え難い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認



できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1781 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 48年９月１日から 50年９月 15日まで 

    私は、Ａ社を退職後、Ｂ社又は同社が社名変更したＣ株式会社に入社し

たが、年金記録が無いので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、「Ｄセンター」に工場があったＢ社に勤務

していたと申し立てているが、当該センターに問い合わせたところ、「当セ

ンターを使用していたのはＥ社であり、その後、昭和 49 年に有限会社Ｆに

名称変更した。」との供述から、申立人が勤務した事業所はＥ社及び有限会

社Ｆであると推認できる。また、当該センターの事務局長が保管する同年の

勤務者名簿に申立人の名前が記載されている旨供述していることから、勤務

期間は特定できないものの、申立人が有限会社Ｆの従業員として当該セン

ターに勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ｅ社及び有限会社Ｆは、申立期間当時、厚生年金保険の適用事業

所であったが、事業主の親族は、「職人は半数くらいしか社会保険に加入し

ていなかった。」と供述しており、健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申

立人の名前は見当たらない。 

   また、申立期間当時の複数の同僚に照会をしたが、申立人を記憶している

者はおらず、申立人の勤務実態等を確認することができない。 

   一方、申立人は、申立期間について、Ｂ社が社名変更したＣ株式会社に勤

務していたと主張している。 

   しかしながら、Ｃ株式会社に照会したところ、「申立人を雇用したことは



ない。Ｂ社と当社が関係会社であったということは無い。」と回答しており、

Ｃ株式会社の複数の従業員に照会をしたが、「申立人は知らない。」と供述し

ていることから、申立人がＣ株式会社に勤務していたと認めることはできな

い。 

   また、雇用保険の被保険者記録を確認すると、申立期間のうち、昭和 49

年 10 月１日から 50 年３月 31 日まではＧ社に、同年８月５日から同年９月

15日までは有限会社Ｈに加入記録があることが確認できる。 

   さらに、Ｇ社の事業主に照会したところ、「申立人を雇用していた。当事

業所は個人経営のため厚生年金保険には加入していなかった。」と回答して

いる。また、有限会社Ｈの事業主には連絡がつかず、昭和 50 年８月５日か

ら同年９月 15日までの厚生年金保険の適用については確認できなかった。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1782 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 53年２月６日から同年５月９日まで 

    申立期間について、株式会社Ａに勤務し、デザインやパターンの作成の

仕事をしていた。同社には正社員として勤務していたので、厚生年金保険

に加入していたはずである。調査の上、申立期間について厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している雇用保険受給資格者証の記載内容から、期間の特定

はできないものの、申立人が株式会社Ａに勤務していたことは推認できる。  

   しかし、株式会社Ａの事業主は、申立期間当時、従業員については入社後

３か月から半年程度の試用期間を設けており、試用期間中は厚生年金保険及

び雇用保険等には加入させていなかった旨供述しているほか、元従業員も、

当該事業所において入社後３か月程度の試用期間があった旨回答している

ことから、当時、当該事業所においては、すべての従業員について入社後直

ちに厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

   また、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立期間に申立人の氏名は記録されておらず、健康保険の整理番号が連続して

おり欠番も見られないため、申立期間において申立人の加入記録が欠落した

とは考え難い。 

   さらに、申立期間当時の元同僚に照会したが、申立期間に係る申立人の厚

生年金保険の適用について確認するための関連資料及び供述を得ることは

できなかった。  

  



   加えて、オンライン記録によれば、申立人は申立期間において国民年金の

被保険者であり、申立期間に係る国民年金保険料も納付済みであることが確

認できる。 

   また、申立期間における申立人に係る雇用保険の記録は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1783 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 昭和 38年５月 18日から 39年４月５日まで 

             ② 昭和 40年１月 31日から同年３月１日まで 

             ③ 昭和 40年９月 12日から 41年 12月 25日まで 

    高校卒業後にＡ株式会社に入社し、申立期間については同社の社員とし

て同社が始めたＢ株式会社の新規店舗立ち上げ事業に従事していた。Ｃ店、

Ｄ店の立ち上げをしているうちに、同社は廃業になったため、昭和 40 年

９月にＡ株式会社に戻った。 

    昭和 41年 12月末に、Ａ株式会社を退職するまでの厚生年金保険被保険

者期間となっていない申立期間①、②及び③について、記録を訂正してほ

しい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社（昭和 39年２月 15日にＢ株式会社へ商号変更）の複数の同僚

の供述から、期間は特定できないものの、申立人が当該事業所に勤務してい

たことは推認できる。 

   しかしながら、申立期間①、②及び③に係る事業所の当時の代表者は既に

亡くなっており、倒産により労働者名簿や賃金台帳等が保管されていないた

め、申立人の給与から事業主により厚生年金保険料が控除されていたことが

確認できる関連資料及び供述は得られない。 

   また、Ａ株式会社、Ｅ株式会社、Ｂ株式会社及び同社Ｃ店において、申立

期間に厚生年金保険の被保険者としての記録が確認できる同僚 78 人に照会

したところ、49 人から回答が有ったが、これらの同僚はいずれも、「新規店



舗の立ち上げには関与していない。」と供述しており、申立人と同様の業務

に従事していた者は見当たらず、申立人の申立期間における勤務実態及び厚

生年金保険料の控除についての供述は得られない。 

   さらに、申立期間①について、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者原票によると、申立人の被保険者資格喪失日は昭和 38 年５月 18 日、

Ｂ株式会社Ｃ店に係る同原票によると、申立人の被保険者資格取得日は 39

年４月５日と記載されておりオンライン記録とも一致しており、同年４月 15

日に健康保険の被保険者証を返納した記録が確認できる。申立期間②につい

て、Ｂ株式会社Ｃ店に係る資格喪失日は 40年１月 31日、同社Ｄ店に係る同

原票によると、申立人の被保険者資格取得日は同年３月１日と記載されてお

りオンライン記録とも一致しており、同年４月 27 日に健康保険の被保険者

証を返納した記録が確認できる。申立期間③について、Ｂ株式会社Ｄ店に係

る同原票によると、被保険者資格喪失日は同年９月 12日と記載されており、

オンライン記録とも一致していることが確認できる。 

   加えて、Ａ株式会社及びＢ株式会社並びに両社に類似する名称の 28 事業

所に係るオンライン記録を調査したが、申立人の厚生年金保険被保険者記録

は見当たらない。 

   このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控除

について、確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



京都厚生年金 事案 1784 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年 11月５日から 48年 11月４日まで 

             ② 昭和 49年７月から同年 11月まで 

    申立期間①については、株式会社Ａに、申立期間②については、Ｂ社（現

在は、株式会社Ｃ）に、それぞれ、勤務していたが、申立期間に係る厚生

年金保険加入記録が無いので、調査してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、複数の同僚の供述から、期間は特定できないものの、

申立人が株式会社Ａに勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、株式会社Ａが、厚生年金保険の新規適用事業所となったの

は、昭和 48年 11月５日であり、申立期間①当時は適用事業所ではないこと

が確認できる上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、

複数の同僚も、同日以降に当該事業所の厚生年金保険被保険者となっている

ことが確認できる。 

   また、株式会社Ａの事業主の妻は、「昭和 40年に事務所を設立してから 10

年以上は経営が安定せず、従業員に国民年金への加入をお願いしていたかも

しれない。申立期間当時の関係書類は保管していない。」と供述しているた

め、申立期間①における申立人の勤務実態及び厚生年金保険料が給与から控

除されていたことを確認することはできない。 

   次に、申立期間②について、複数の同僚の供述から、期間は特定できない

ものの、申立人がＢ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ｂ社が、厚生年金保険の新規適用事業所となったのは、昭



和 51 年９月１日であり、申立期間②当時は適用事業所ではないことが確認

できる。 

   また、株式会社Ｃの事業主は、「厚生年金保険の新規適用事業所になった

のは昭和 51 年９月からである。また、申立期間当時の関係書類は保管して

いない。」と供述しているため、申立期間②における申立人の勤務実態及び

厚生年金保険料が給与から控除されていたことを確認することはできない。 

   このほか、申立人の申立期間①及び②における雇用保険の加入記録は無く、

両申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



京都厚生年金 事案 1785 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立  期 間 ： 昭和 24年６月 30日から 26年 10月１日まで 

    定時制高校に通いながら、Ａ株式会社に約２年勤務し、当該事業所が倒

産したため退職した。申立期間の厚生年金保険被保険者としての記録が無

いことに納得できないので、調査してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由   

   申立人が記憶している複数の同僚は、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿により被保険者記録が確認できることから、期間は特定で

きないものの、申立人が、当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ａ株式会社は昭和 27 年５月１日に厚生年金保険の適用事

業所ではなくなっており、申立期間当時の事業主は既に他界し、申立人が記

憶している同僚も他界若しくは所在不明のため、申立期間における申立人の

勤務実態及び厚生年金保険料が給与から控除されていたことを確認するこ

とはできない。 

   また、上記の被保険者名簿において、申立人の氏名の記載は確認できず、

申立期間の健康保険の整理番号は連続し欠番も見当たらないことから、申立

人の記録が欠落したものとは考えにくい。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


